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は
じ
め
に

　
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
を

日
本
法
上
の
制
度
に
正
面
か
ら
位
置

づ
け
た
の
は
、
２
０
２
２
年
（
令
和

４
年
）
改
正
で
あ
る
「
安
定
的
か
つ

効
率
的
な
資
金
決
済
制
度
の
構
築
を

図
る
た
め
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
４
年
法
律
第
61
号
）」（
以
下
、「
令

和
４
年
改
正
」
と
い
う
）
で
あ
る
。

こ
の
令
和
４
年
改
正
は
２
０
２
２
年

６
月
10
日
に
公
布
さ
れ
、
電
子
決
済

手
段
に
関
す
る
新
制
度
は
２
０
２
３

年
６
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
（
注

１
）。

　
他
方
、
近
時
注
目
を
集
め
る
２
０

２
５
年
（
令
和
７
年
）
改
正
法
、
す

な
わ
ち
「
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
以
下
、

「
令
和
７
年
改
正
法
」
と
い
う
）
は
、

２
０
２
５
年
３
月
７
日
に
国
会
に
提

出
さ
れ
、
同
年
６
月
６
日
に
成
立
、

６
月
13
日
に
公
布
さ
れ
た
（
注
２
）。

そ
の
施
行
時
期
は
、
公
布
日
か
ら
１

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
に
よ

り
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
、
遅
く
と
も
２
０
２
６
年
６
月
に

は
施
行
さ
れ
る
運
び
と
な
る
。
金
融

庁
で
は
関
連
す
る
告
示
、
事
務
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
、
監
督
指
針
等
の
整
備
も

進
め
ら
れ
て
い
る
（
注
３
）。

　
さ
ら
に
、
２
０
２
５
年
11
月
７
日

に
は
、
金
融
庁
がFinTech

実
証
実

験
ハ
ブ
内
に
決
済
分
野
に
特
化
し
た

「
決
済
高
度
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
Ｐ

Ｉ
Ｐ
）」
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
初
の

支
援
案
件
と
し
て
、
複
数
の
銀
行
グ

ル
ー
プ
お
よ
び
関
係
事
業
者
に
よ

る
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン

の
共
同
発
行
を
想
定
し
た
規
制
対

応
・
実
務
対
応
の
実
証
実
験
を
公
表

し
た
。
こ
れ
は
、
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ

ン
が
も
は
や
観
念
的
な
制
度
論
で
は

な
く
、
銀
行
実
務
に
近
い
と
こ
ろ
で

具
体
的
検
討
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ

る
（
注
４
）。

　
本
稿
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法

律（
以
下
、「
資
金
決
済
法
」と
い
う
）

の
基
本
的
な
建
付
け
を
確
認
し
た
う

え
で
、
ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
と
暗
号

資
産
の
違
い
、
電
子
決
済
手
段
と
前

払
式
支
払
手
段
の
違
い
を
整
理
し
、

そ
の
う
え
で
令
和
７
年
改
正
法
の
要

点
を
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
論
点
は
、
新
た
な
決
済
サ
ー
ビ

ス
や
デ
ジ
タ
ル
ア
セ
ッ
ト
関
連
ス

キ
ー
ム
へ
の
関
与
可
能
性
を
有
す
る

預
金
取
扱
金
融
機
関
の
役
職
員
に

と
っ
て
も
、
も
は
や
無
視
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
実
務
上
の
検
討
課
題
と

な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
本
稿
は
４
月
10
日
に
閣
議

ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
・
電
子
決
済
手
段
と
資
金
決
済
法
改
正

ス
テ
ー
ブ
ル
コ
イ
ン
・
電
子
決
済
手
段
と
資
金
決
済
法
改
正

―
資
金
決
済
法
の
基
礎
か
ら
令
和
７
年
改
正
ま
で
―

―
資
金
決
済
法
の
基
礎
か
ら
令
和
７
年
改
正
ま
で
―

中
央
総
合
法
律
事
務
所

中
央
総
合
法
律
事
務
所  

弁
護
士
弁
護
士　　
谷谷  　
崇
彦

　
崇
彦

今
月
の
解
説
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本
企
画
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
法
務
に
精
通
し
た
弁
護
士
と
、

企
業
の
実
情
に
即
し
た
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
態
勢
の
設
計
・
高
度
化
を
支
援

す
る
Ｉ
Ｔ
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
２
名

に
よ
る
解
説
と
対
談
で
構
成
す
る
も

の
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
テ
ー
マ
の

前
提
知
識
や
注
目
さ
れ
る
論
点
を
整

理
し
、
第
二
部
で
は
両
者
に
よ
る
対

談
で
具
体
的
な
考
察
を
加
え
て
い

く
。

　
今
回
は
、
金
融
庁
公
表
の
「
金
融

分
野
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の

う
ち
、「
リ
ス
ク
の
特
定
」
を
と
り

あ
げ
る
。

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
の
特

定
」
の
規
定
事
項
に
沿
っ
て
「
何
を

守
る
か
」「
ど
こ
が
攻
撃
さ
れ
得
る

か
」
を
あ
ら
か
じ
め
整
理
し
、
対
策

と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
組
み
立
て
て
い

れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
部
の
被
害
に

つ
い
て
は
検
知
・
抑
止
や
影
響
の
低

減
に
つ
な
が
り
得
た
可
能
性
が
あ

る
。

　
本
稿
で
は
、
同
項
の
考
え
方
を
証

券
口
座
乗
っ
取
り
事
件
に
当
て
は

め
、
①
何
を
守
る
の
か
、
②
ど
こ
が

攻
撃
さ
れ
得
る
の
か
、
③
リ
ス
ク
の

高
ま
り
を
ど
の
よ
う
に
測
り
、
日
々

見
直
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
順
に

整
理
す
る
。
特
に
③
で
は
、
金
融
庁

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
も
触
れ
ら
れ
て
い

る
Ｋ
Ｒ
Ｉ
（
リ
ス
ク
指
標
）
に
焦
点

を
当
て
る
。

二
　
リ
ス
ク
特
定
の
考
え
方

１ 　
何
を
守
る
の
か
：
情
報
資
産
を

棚
卸
し
す
る

　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
で
は
、

リ
ス
ク
は
よ
く
「
情
報
資
産
×
脅
威

×
脆
弱
性
」
の
掛
け
算
だ
と
説
明
さ

れ
る
。「
情
報
資
産
」す
な
わ
ち「
①

一 　
な
ぜ
今「
リ
ス
ク
の
特
定
」

な
の
か

　
金
融
業
界
に
お
い
て
は
、前
回（
前

号
28
頁
以
下
）
解
説
し
た
と
お
り
、

２
０
２
５
年
に
オ
ン
ラ
イ
ン
証
券
を

狙
っ
た
複
数
の
口
座
乗
っ
取
り
事
案

（
以
下
、「
証
券
口
座
乗
っ
取
り
事
件
」

と
い
う
）
が
報
じ
ら
れ
た
。
フ
ィ
ッ

シ
ン
グ
サ
イ
ト
等
で
ロ
グ
イ
ン
Ｉ

Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
や
ワ
ン
タ
イ
ム
パ

ス
ワ
ー
ド
を
窃
取
し
て
証
券
会
社
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
サ
ー
ビ
ス
に

不
正
ア
ク
セ
ス
し
、
勝
手
に
顧
客
の

保
有
株
式
を
売
却
し
た
う
え
で
流
動

性
の
低
い
株
式
を
購
入
す
る
│
│
と

い
う
流
れ
は
、
そ
の
典
型
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
利
用
者
が
気

づ
い
た
と
き
に
は
多
額
の
資
金
が
見

知
ら
ぬ
口
座
に
振
り
込
ま
れ
て
い

た
、
と
い
っ
た
被
害
も
確
認
さ
れ
て

い
る
。

　
金
融
庁
は
２
０
２
４
年
10
月
に

「
金
融
分
野
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
以
下
、「
金
融
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
）
を
公
表
し
、「
２
・

２ 

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス

ク
の
特
定
」
に
お
い
て
、
各
社
に
対

し
て
自
ら
の
リ
ス
ク
を
構
造
的
に
洗

い
出
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
２
０

２
５
年
に
表
面
化
し
た
証
券
口
座

乗
っ
取
り
事
件
も
、
も
し
こ
の
金
融

庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
「
２
・
２ 

サ
イ

特別企画金融機関に求められる金融機関に求められる
サイバーセキュリティ実務対応（中）サイバーセキュリティ実務対応（中）
――証券口座乗っ取り事件を題材にリスクの特定を考える――証券口座乗っ取り事件を題材にリスクの特定を考える

第
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解
　
説

星野 悠樹星野 悠樹
八雲法律事務所 弁護士八雲法律事務所 弁護士

岸野 秀昭岸野 秀昭
シンプレクス株式会社シンプレクス株式会社

シニアセキュリティスペシャリストシニアセキュリティスペシャリスト



34連載 No.940（2026年 5 月号）

は
じ
め
に

　
事
業
性
融
資
の
推
進
等
に
関
す
る

法
律
（
以
下
本
連
載
で
は
、「
事
業

性
融
資
推
進
法
」
ま
た
は
「
法
」
と

い
う
）
が
い
よ
い
よ
本
年
５
月
25
日

に
施
行
さ
れ
る
。
事
業
性
融
資
推
進

法
で
は
、
会
社
の
総
資
産
に
対
す
る

担
保
設
定
を
認
め
る
「
企
業
価
値
担

保
権
」
が
目
玉
と
し
て
耳
目
を
集
め

て
い
る
が
、
そ
の
最
大
の
目
的
は
、

法
令
名
に
も
登
場
す
る
よ
う
に
、「
事

業
性
融
資
」
の
推
進
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
企
業
価

値
担
保
制
度
に
与
え
ら
れ
た
期
待
・

役
割
は
大
き
い
が
、
事
業
性
融
資
推

進
法
１
条
が
目
的
と
す
る
「
不
動
産

を
目
的
と
す
る
担
保
権
又
は
個
人
を

保
証
人
と
す
る
保
証
契
約
等
に
依
存

し
た
融
資
慣
行
の
是
正
」
を
抜
本
的

に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け

で
は
足
り
な
い
。

　
本
連
載
は
、こ
の
観
点
か
ら
み
た
、

融
資
契
約
に
お
け
る
コ
ベ
ナ
ン
ツ
の

利
活
用
（
コ
ベ
ナ
ン
ツ
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
）
に
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。

コ
ベ
ナ
ン
ツ
は
、
事
業
性
融
資
推
進

法
の
目
的
を
達
す
る
う
え
で
、
企
業

価
値
担
保
権
そ
れ
自
体
よ
り
重
要
な

概
念
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

第
１
回
の
本
稿
で
は
、
コ
ベ
ナ
ン
ツ

の
基
本
事
項
お
よ
び
な
ぜ
こ
れ
が
融

資
慣
行
の
是
正
推
進
策
足
り
得
る
の

か
を
説
明
す
る
。
な
お
、
本
連
載
は

筆
者
ら
の
個
人
的
な
見
解
で
あ
っ

て
、
そ
の
所
属
す
る
団
体
等
の
見
解

で
は
な
い
こ
と
を
付
す
る
。

コ
ベ
ナ
ン
ツ
と
は

一一１　

意　

義

　
コ
ベ
ナ
ン
ツ（covenants

）と
は
、

融
資
契
約
の
内
容
と
し
て
、
債
務
者

の
債
務
履
行
能
力
の
維
持
を
図
る
た

め
に
当
該
債
務
者
に
一
定
の
誓
約
事

項
を
課
す
も
の
で
あ
る
（
注
１
）。

具
体
的
な
条
項
で
は「
誓
約
」「
確
約
」

「
約
束
」「
義
務
」
等
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
に

属
す
る
。
そ
の
起
源
を
た
ど
る
と
、

英
米
型
契
約
か
ら
日
本
に
輸
入
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
（
注
２
）、
現
在

の
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
Ｍ
＆
Ａ
や

金
融
取
引
を
中
心
に
広
く
浸
透
し
て

い
る
。

　
融
資
契
約
で
設
定
さ
れ
る
代
表
的

な
コ
ベ
ナ
ン
ツ
と
し
て
は
、
①
報
告

義
務
、
②
担
保
提
供
制
限
条
項
、
③

財
務
制
限
条
項
、
④
事
業
継
続
に
必

企業
価値担保

の定着に向けた
コベナンツファイナンス

第１回：融資慣行是正策としての
　　　　コベナンツファイナンス

たなか・よしかず●2007年弁護士登録。担
保取引をはじめとする金融法務を中心に
して企業法務一般を手がける。関連する近
時の著作として、「Ｑ＆Ａ新しい担保制度
がよくわかる講座」（金融財政事情研究会、
2026年）、「物上代位に基づく賃料債権の差
押えと相殺―最二小判令５ .11.27―」（金融
法務事情2226号）。

たなか・よしかず●2007年弁護士登録。担
保取引をはじめとする金融法務を中心に
して企業法務一般を手がける。関連する近
時の著作として、「Ｑ＆Ａ新しい担保制度
がよくわかる講座」（金融財政事情研究会、
2026年）、「物上代位に基づく賃料債権の差
押えと相殺―最二小判令５ .11.27―」（金融
法務事情2226号）。
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弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士

ちかおか・ゆうすけ●2019年弁護士登録。
2021年３月から26年３月まで、慶應義塾大学
法務研究科（法科大学院）助教。証券化、信託、住
宅金融を中心に、訴訟などの一般企業法務を広
く取り扱う。関連する近時の著作として、「Ｑ＆
Ａ新しい担保制度がよくわかる講座」（金融財
政事情研究会、2026年）、『これからの債権管理
― AI・DX起点の新デザイン』（金融財政事情
研究会、2025年）。

ちかおか・ゆうすけ●2019年弁護士登録。
2021年３月から26年３月まで、慶應義塾大学
法務研究科（法科大学院）助教。証券化、信託、住
宅金融を中心に、訴訟などの一般企業法務を広
く取り扱う。関連する近時の著作として、「Ｑ＆
Ａ新しい担保制度がよくわかる講座」（金融財
政事情研究会、2026年）、『これからの債権管理
― AI・DX起点の新デザイン』（金融財政事情
研究会、2025年）。
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